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徳島県個人情報保護審査会

会 長 上 原 克 之

個人情報の取扱いに関する制限の適用を除外する事項について（答申）

平成２５年８月８日付け徳病総第２４１号で諮問のありましたこのことにつ

いて，下記のとおり答申します。

記

オンライン結合による個人情報の提供制限の例外に関する事項（条例第８条

第２項第３号関係）について

諮問された事項については，公益上の必要性があり，かつ，オンライン結

合の基準に則し個人の権利利益が侵害されないよう必要な措置が講じられて

いることが認められます。

なお，オンライン結合による個人情報の提供を実施するに当たっては，個

人情報の適正な取扱いが徹底されるよう次の事項について要望します。

１ 診療情報の提供に当たっては，医療に必要な範囲に限定した提供が徹底

して行われるよう規則等に規定すること。

２ 提供業務に従事する職員等に対する十分な指導や研修を実施し，個人情

報の適正な取扱いが徹底されること。

３ 西部圏域医療情報ネットワークにおいては，診療情報の提供を受ける医

療機関の機器等のセキュリティ環境の安全性について，定期的に確認を行

うこと。



オンライン結合による提供制限の例外に関する事項（条例第８条第２項第３号関係）

（特定のものに対する提供）

番号 システム等の名称 提供する個人情報 提供先 オンライン結合による提供

の対象者の範囲 制限の例外を認める理由

１ 総合メディカルゾ 県立中央病院の患 徳島大学病 ○徳島大学病院及び県立中央病院が，

ーン医療連携シス 者 院 連携を強化し，県民に提供する医療

テム の質の向上を図るためには，検査内

容・処方・画像などの診療情報を迅

速かつ円滑に共有できるようにする

ため，オンラインの利用が必要であ

る。

○提供する診療情報は，医療に必要な

範囲に限定されている。

○診療情報の提供は，県立中央病院の

医師又は医師の指示を受けた職員が

行うこととされており，システムの

利用者ごとにＩＤ，パスワードを設

定し，データへのアクセス権限を制

限するなどの保護措置が講じられる

こととなっている。

○提供先は，徳島大学病院に限定さ

れ，診療情報の閲覧は医師又は医師

の指示を受けた職員が行うこととさ

れており，システムの利用者ごとに

ＩＤ，パスワードを設定し，データ

へのアクセス権限を制限するなどの

保護措置が講じられることとなって

いる。

○提供するデータの暗号化等により，

データの漏えい，改ざん防止措置が

講じられるほか，提供先において，

規則等の整備により，職員の目的外

利用・提供を禁止する措置が講じら

れている。

２ 西部圏域医療情報 県立三好病院の患 ネットワー ○西部圏域において県民に提供する医

ネットワーク 者 ク参加医療 療の質の向上と地域完結型医療の提

機関 供体制を構築するためには，県西部

の医療機関が，検査内容・処方・画

像などの診療情報を迅速かつ円滑に

共有できるようにするため，オンラ

インの利用が必要である。

○提供する診療情報は，医療に必要な

範囲に限定されている。

○診療情報の提供は，県立三好病院の



医師又は医師の指示を受けた職員が

行うこととされており，システムの

利用者ごとにＩＤ，パスワードを設

定し，データへのアクセス権限を制

限するなどの保護措置が講じられる

こととなっている。

○提供先は，ネットワーク参加医療機

関に限定され，診療情報の閲覧は医

師が行うこととされており，システ

ムの利用者ごとにＩＤ，パスワード

を設定し，データへのアクセス権限

を制限するなどの保護措置が講じら

れることとなっている。

○提供するデータの暗号化等により，

データの漏えい，改ざん防止措置が

講じられるほか，提供先において，

規則等の整備により，職員の目的外

利用・提供を禁止する措置が講じら

れている。
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